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２０１４年度 札幌学院大学ハラスメント対策本部 
年 次 報 告 

 
 

2015年 3月 31日 
本部長 横山 登志子 

 

１．本部会議等の日程 

 

● 2014年 4月 3日 第 1回 ハラスメント対策本部委員・インテイカー合同会議 

議題１．ハラスメント対策本部長の選出について 

議題２．ハラスメント対策本部長に事故あるときの職務代行者の指名について 

議題３．2014年度インテイカー長の選出について 

議題４．2014年度事業計画について 

議題５．ハラスメント防止教育のお願い（1年次ゼミナール） 

議題６．2014年度ハラスメント防止講習会の実施について 

報告１．2014年度ハラスメント対策本部委員及びインテイカーについて 

 

● 2014年 5月 1日 第１回ハラスメント対策本部会議 

議題１．事案１（4月 22日付相談）について 

議題２．事案２（4月 24日付申立て）について 

議題３．事案３（4月 30日付申立て）について 

 

● 2014年 5月 22日 第２回ハラスメント対策本部会議 

議題１．事案４（5月 20日付相談）について 

報告１．2013年度事案 8の修正報告について 

 

● 2014年 9月 26日 第３回ハラスメント対策本部会議 

議題１．事案５（9月 19日付相談）について 

報告１．事案４について 

 

● 2014年 11月 21日 第４回ハラスメント対策本部会議 

議題１．事案６（11月 19日付相談）について 

報告１．事案５について 

 

● 2015年 3月 5日 第５回ハラスメント対策本部会議 

議題１. 2014年度事業実績報告書について 

議題２. 2014年度年次報告書（公開）について 

議題３. 2014年度事案報告書（非公表・本部委員のみ閲覧可）について 

議題４．大学評価第２期認定期間中の中期計画について 

報告１．2015年度ハラスメント対策本部委員及びインテイカーについて 

報告２．ハラスメント防止教育のアンケート結果について 
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２．主な活動記録 

 

（１）活動概要 

① 冊子『ハラスメント防止ガイドライン』を作成し、ガイダンスで学生全員に配付した。 

② 1年生には、ゼミ担当教員から冊子『ハラスメント防止ガイドライン』を配付し、ゼミナ

ールの中で講習を行っていただくよう依頼した。 

③ 専任教職員、非常勤教員・ＴＡのほか、パート、委託職員、大学生協職員など本学に関わ

りのある者に対して冊子『ハラスメント防止ガイドライン』を配付し、ハラスメント防止

の取り組みについて周知した。 

④ 新規採用の専任教職員、パート・派遣・業務委託職員に対して 4月 25日（木）、ハラスメ

ント防止講習会を開催した。 

⑤ 専任教員、非常勤講師及び在学生に対して 5月 21日、文書及び情報ポータルを通して 

ハラスメントのないキャンパスライフづくりにむけて留意するよう注意喚起を行った。 

⑥ ハラスメントの可能性がある事例についてインテイカーから報告を受け、ただちに対策本

部会議を開催し、対応を協議し必要な措置を講じた。 

（２）相談件数 ６ 件 

（３）相談の概要と対応（略） 

 

３．２０１４年度 本部委員及びインテイカー一覧 

 

【ハラスメント対策本部】 横  山  登志子（人文学部）･･･本部長 

冨  田  充  保（人文学部）･･･職務代行者 

                邵   藍  蘭（経営学部） 

                榎  本   愛（財務課） 

後  藤 久美代（教務課） 

                笹  川  敏  彦（法学部） 

                山  田  智  哉（経済学部・理事会 2014年 5月 30日まで） 

臼  杵   勲（人文学部・理事会 2014年 5月 31日から） 

                久  保  真  志（政策推進課） 

                中  條  浩  志（管財課） 

 

【インテイカー】     佐々木   健（法学部） ･･･チーフインテイカー 

                寺 沢 英理子（人文学部） 

                西   真木子（人文学部） 

伊 原 珠 希（情報処理課） 

                伊 藤 眞 史（大学院・研究課） 

 

４．２０１４年度 事業実績報告書（別紙） 



 

ハラスメント対策本部 2014年度事業実績報告書 

到達目標 

札幌学院大学にかかわりのあるすべての者が、その人格や人権を尊重され、かつ豊かで快適な環境のもとでの勉学・研究・課外活動・就労が保障されるようハラ

スメントの防止と対処に取り組む。 

１．ハラスメント防止と対処への取り組み 

年度計画 前進面と問題点 達成度 

（1）ハラスメント対策本部に関する規程及びインテイカーに関する

規程に基づき、本部委員及びインテイカーを選任し活動を行う。 

ハラスメント対策本部に関する規程及びインテイカーに関する規程の選出

基準に基づきハラスメント対策本部委員及びインテイカーを選任し活動を行

った。 
Ａ 

（2）ハラスメントを未然に防止するため講習会を開催し啓蒙活動を

行う。 
 

①冊子『ハラスメント防止ガイドライン』を作成し、ガイダンスで学生全員

に配付した。 

②１年生には、ゼミ担任から『ハラスメント防止ガイドライン』を配付し、

ゼミのなかで講習を行っていただくよう依頼した（内訳：4 学部 8 学科 45

クラス、591人）。 

③専任教職員（207人）、非常勤教員・ＴＡ（263人）のほか、パート・委

託職員、大学生協職員など本学に関わりのある者（314人）に対して、『ハ

ラスメント防止ガイドライン』を配付し、ハラスメント防止の取り組み

について周知した。 

④新規採用の専任教職員及びパート・派遣・業務委託職員 29名に対して、ハ

ラスメント対策本部 前本部長・岡田久美子法学部教授が講師となりハラス

メント防止講習会を実施した（2014年 4月 24日（木）13：10-14：00）。 

⑤ハラスメント防止講習会のＤＶＤに録画し、一定の部局の職員研修に供す

ることができるようにした。 

Ａ 

（3）相談者が安心してインテイカーに相談できるようインテイカー

について周知する。 

 

冊子『ハラスメント防止ガイドライン』の巻末にインテイカーの所属、内

線電話、オフィスアワーの内容を記載した。 

インテイカー専用メールアドレスについてはＱＲコードを掲載し、より簡

単にアクセスできるようにした。 

ホームページにはインテイカーの顔写真を掲載し、安心して相談できるよ

うに工夫した。 

Ａ 

（4）ハラスメントが発生した場合、調査調停委員会を設置するなど

して迅速に対応する。 
 

相談のあった事案６件のうち、ハラスメント対策本部の管轄にあると判断

したものについて、調査調停委員会を設置して対応した。本部の管轄か否か

疑われるものについては相談者と協議を行った。 
Ａ 



ハラスメント対策本部 2014年度事業実績報告書 

（5）ハラスメント対策本部委員及びインテイカーの研修を行う。 ハラスメント対策本部委員・インテイカー合同会議を開催し、インテイク

の方法および対策本部への回付の仕方について資料を配付して確認を行っ

た。 

Ｂ 

（6）具体的事例への対応を蓄積するために、内容をある程度詳

しく記載し本部委員のみが閲覧できる事案報告書とインタ

ーネットに公開する年次報告書を作成する。 

具体的事例への対応を蓄積するために内容をある程度詳しく記載し本部

委員のみが閲覧できる事案報告書、およびインターネットで公開する年次

報告書を作成した。 

Ａ 

（7）ホームページの更新を行う。 ホームページに 2013年度の年次報告書を掲載した。 
Ａ 

（8）必要に応じて、教職員、学生に対するハラスメントに関する

周知及び啓蒙の方法について検討し、併せて規程等の見直しを

行う。 

1 年生ゼミ担当教員 45 人に対して 12 月 15 日、ハラスメント防止教育に関

するアンケート調査を行い、17の回答を得た。 

専任教員及び非常勤講師（379 人）に対して 5 月 21 日、文書によりハラス

メントのない教育環境へむけて協力のお願いをした。 

在学生 3,025名に対して 5月 21日、情報ポータル（個人伝言）を通してハ

ラスメントのないキャンパスライフづくりにむけて留意するよう注意喚起を

行った。 

Ａ 

 

   

 
Ａ：計画が完全に実施されている（完全実施）。 

Ｂ：計画の実施において，一部不十分さを残している（達成率７割程度以上）。 

Ｃ：計画の実施において，相当に不十分である（達成率７割程度未満）。 

Ｄ：計画が全く実施されていない（未実施）。 

ハラスメント対策本部 
2014 年度実績報告 自己評定結果 総括表 

A 評定  B 評定 C 評定 D 評定 
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